
－211－

合　　計 № 1−

問題　1

(単位：円)計算過程⑴

同族会社及び使用人兼務役員の判定に関する事項

役員給与に関する事項

(単位：円)損益計算書（原案）に対する当期純利益の額の修正

　損益計算書（原案）の「当期純利益」

　修正後の「当期純利益」

＋ 51≤698≤670

内　　　　　　　　　　容 加　減 調　　　　　整　　　　　額

(次ページへ)

1



－212－

№ 1−

(単位：円)計算過程⑶

減価償却に関する事項

3№ 1−

(単位：円)計算過程⑵

租税公課等に関する事項

国庫補助金に関する事項

2



－213－

№ 1−

(単位：円)計算過程⑶

減価償却に関する事項

3№ 1−

(単位：円)計算過程⑵

租税公課等に関する事項

国庫補助金に関する事項

2



－214－

№ 1−

(単位：円)計算過程⑷

受取配当等に関する事項

所得税額控除に関する事項

4 № 1−

(単位：円)計算過程⑸

その他経費に関する事項

5



－215－

№ 1−

(単位：円)計算過程⑷

受取配当等に関する事項

所得税額控除に関する事項

4 № 1−

(単位：円)計算過程⑸

その他経費に関する事項

5



－216－

№ 1−

内　　　　　　　　　容

当 期 純 利 益

金　　　額 所得金額に関する計算又は検討過程

※　前項までに指定された事項以外の事項に限る。

小 計

小 計

(単位：円)

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

所得金額の計算

仮 計

合　　　　　　　　　　計

差 引 計

総　　　　　　　　　　計

所 得 金 額

6 合　　計 № 2−

問題　2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

(別表四「36」)

法 人 税 額

⒆＋⒇

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

課 税 留 保 金 額

同 上 に 対 す る 税 額

法 人 税 額 計

⑵－⑶＋⑸

仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告

の 更 正 に 伴 う 控 除 法 人 税 額

控 除 税 額

(⑹－⑺)と⒁のうち少ない金額

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額

⑹－⑺－⑻

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額

差 引 確 定 法 人 税 額

⑼－⑽

≤000

(　 　　　 　00)

00

00

00

17

18
そ の 他 の 所 得 金 額

⑴－⒄

≤000

≤000

円

こ
の
申
告
に
よ
る
還
付
金
額

留

保

金

控

除

税

額

の

計

算

こ
の
申
告
が
修
正
申
告
で
あ
る
場
合

別
表
一

別
表
一
次
葉

令和 8年 4月 1日

令和 9年 3月31日
事業年度分の確定申告書

12

13

14

15

16

所 得 税 の 額

外 国 税 額

計

⑿＋⒀

控 除 し た 金 額

⑻

控 除 し き れ な か っ た 金 額

⒁－⒂

19

20

⒄ の 15 ％ 相 当 額

⒅ の 23≥2 ％ 相 当 額

法　　人　　税　　額　　の　　計　　算

⑴のうち中小法人等の年800万円相当
額以下の金額
(⑴と800万円×　のうち少ない金額)

12
12

1



－217－

№ 1−

内　　　　　　　　　容

当 期 純 利 益

金　　　額 所得金額に関する計算又は検討過程

※　前項までに指定された事項以外の事項に限る。

小 計

小 計

(単位：円)

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

所得金額の計算

仮 計

合　　　　　　　　　　計

差 引 計

総　　　　　　　　　　計

所 得 金 額

6 合　　計 № 2−

問題　2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

(別表四「36」)

法 人 税 額

⒆＋⒇

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

課 税 留 保 金 額

同 上 に 対 す る 税 額

法 人 税 額 計

⑵－⑶＋⑸

仮 装 経 理 に 基 づ く 過 大 申 告

の 更 正 に 伴 う 控 除 法 人 税 額

控 除 税 額

(⑹－⑺)と⒁のうち少ない金額

差 引 所 得 に 対 す る 法 人 税 額

⑹－⑺－⑻

中 間 申 告 分 の 法 人 税 額

差 引 確 定 法 人 税 額

⑼－⑽

≤000

(　 　　　 　00)

00

00

00

17

18
そ の 他 の 所 得 金 額

⑴－⒄

≤000

≤000

円

こ
の
申
告
に
よ
る
還
付
金
額

留

保

金

控

除

税

額

の

計

算

こ
の
申
告
が
修
正
申
告
で
あ
る
場
合

別
表
一

別
表
一
次
葉

令和 8年 4月 1日

令和 9年 3月31日
事業年度分の確定申告書

12

13

14

15

16

所 得 税 の 額

外 国 税 額

計

⑿＋⒀

控 除 し た 金 額

⑻

控 除 し き れ な か っ た 金 額

⒁－⒂

19

20

⒄ の 15 ％ 相 当 額

⒅ の 23≥2 ％ 相 当 額

法　　人　　税　　額　　の　　計　　算

⑴のうち中小法人等の年800万円相当
額以下の金額
(⑴と800万円×　のうち少ない金額)

12
12

1



－218－

№ 2−

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額

税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額

合計・差引計・総計

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

損金経理をした法人税等(附帯税を除く。)

損 金 経 理 を し た 住 民 税

損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金

減 価 償 却 の 償 却 超 過 額

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

小　　　　　　計

減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額

納税充当金から支出した事業税等の金額

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

小　　　　　　計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

円 円 配　当

その他

円

区　　　　　　　　　分

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

総　　　　　額
処　　　　　分

事業年度 法 人 名
8・ 4・ 1

9・ 3・31
甲株式会社

別
表
四

留　　　　　保 社　外　流　出

所得の金額の計算に関する明細書

損金経理をした附帯税（利子税を除く。)、
加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税

仮　　　　　　　計
⑴＋⒄－30

2 № 2−

未納法人税及び未納地方法人税

区　　　　　　　分 減 増

②① ③ ④

当 期 の 増 減

利益積立金額の計算に関する明細書

利 益 準 備 金

減 価 償 却 超 過 額

未 払 寄 附 金 否 認

繰 越 損 益 金

納 税 充 当 金

未 納 住 民 税

差 引 合 計 額

円

△

△

△

△

△

円 円 円3≤300≤000

86≤700

3≤000≤000

42≤000≤000

37≤000≤000

24≤000≤000

4≤833≤400

56≤553≤300

差 引 翌 期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

①－②＋③

期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

△

△

△

中間

確定

中間

確定

事業年度 法 人 名
8・ 4・ 1

9・ 3・31
甲株式会社

別
表
五
㈠

記載不要

記載不要

記載不要

記載不要

3



－219－

№ 2−

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額

税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額

合計・差引計・総計

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

損金経理をした法人税等(附帯税を除く。)

損 金 経 理 を し た 住 民 税

損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金

減 価 償 却 の 償 却 超 過 額

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

小　　　　　　計

減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額

納税充当金から支出した事業税等の金額

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

小　　　　　　計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

円 円 配　当

その他

円

区　　　　　　　　　分

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

総　　　　　額
処　　　　　分

事業年度 法 人 名
8・ 4・ 1

9・ 3・31
甲株式会社

別
表
四

留　　　　　保 社　外　流　出

所得の金額の計算に関する明細書

損金経理をした附帯税（利子税を除く。)、
加算金、延滞金(延納分を除く。)及び過怠税

仮　　　　　　　計
⑴＋⒄－30

2 № 2−

未納法人税及び未納地方法人税

区　　　　　　　分 減 増

②① ③ ④

当 期 の 増 減

利益積立金額の計算に関する明細書

利 益 準 備 金

減 価 償 却 超 過 額

未 払 寄 附 金 否 認

繰 越 損 益 金

納 税 充 当 金

未 納 住 民 税

差 引 合 計 額

円

△

△

△

△

△

円 円 円3≤300≤000

86≤700

3≤000≤000

42≤000≤000

37≤000≤000

24≤000≤000

4≤833≤400

56≤553≤300

差 引 翌 期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

①－②＋③

期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

△

△

△

中間

確定

中間

確定

事業年度 法 人 名
8・ 4・ 1

9・ 3・31
甲株式会社

別
表
五
㈠

記載不要

記載不要

記載不要

記載不要

3



－220－

№ 2−

(単位：円)

租税公課に関する事項

減価償却に関する事項

(次ページへ)

株主等に関する事項

収用等に関する事項

4 № 2−

（単位：円）

※　別表四・別表五㈠Ⅰへの記載は超過額、認容額の

　合計額をもって行うものとする。

合　　計

超 過 額 認 容 額

5



－221－

№ 2−

(単位：円)

租税公課に関する事項

減価償却に関する事項

(次ページへ)

株主等に関する事項

収用等に関する事項

4 № 2−

（単位：円）

※　別表四・別表五㈠Ⅰへの記載は超過額、認容額の

　合計額をもって行うものとする。

合　　計

超 過 額 認 容 額

5



－222－

№ 2−

(単位：円)

給与に関する事項

受取配当等に関する事項

交際費等に関する事項

6 № 2−

(単位：円)

その他の事項

法人税額から控除される所得税額に関する事項

寄附金に関する事項

7



－223－

№ 2−

(単位：円)

給与に関する事項

受取配当等に関する事項

交際費等に関する事項

6 № 2−

(単位：円)

その他の事項

法人税額から控除される所得税額に関する事項

寄附金に関する事項

7



－224－

合　　計 № 3−

問題　3

当期利益又は当期欠損の額

区　　　　　　　分 総　　　　　額 計 算 欄

損金経理をした法人税（附帯税を

除く。）

損金経理をした道府県民税及び市

町村民税

損金経理をした納税充当金

損 金 経 理 を し た 附 帯 税

償 却 超 過 額 合 計

減 価 償 却 の 償 却 超 過 額

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額

(単位：円)

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

別表四

1 № 3−

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

2



－225－

合　　計 № 3−

問題　3

当期利益又は当期欠損の額

区　　　　　　　分 総　　　　　額 計 算 欄

損金経理をした法人税（附帯税を

除く。）

損金経理をした道府県民税及び市

町村民税

損金経理をした納税充当金

損 金 経 理 を し た 附 帯 税

償 却 超 過 額 合 計

減 価 償 却 の 償 却 超 過 額

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額

(単位：円)

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

別表四

1 № 3−

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

貸 倒 引 当 金 繰 入 超 過 額

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

2



－226－

№ 3−

小　　　　　　計

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

3 № 3−

減価償却超過額の当期認容額

納税充当金から支出した事業税等

の額

法人税等の中間納付額及び過誤納

に係る還付金額

所得税額等及び欠損金の繰戻しに

よる還付金額等

受取配当等の益金不算入額

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

当 期 認 容 額 合 計

4



－227－

№ 3−

小　　　　　　計

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

3 № 3−

減価償却超過額の当期認容額

納税充当金から支出した事業税等

の額

法人税等の中間納付額及び過誤納

に係る還付金額

所得税額等及び欠損金の繰戻しに

よる還付金額等

受取配当等の益金不算入額

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

当 期 認 容 額 合 計

4



－228－

№ 3−

小　　　　　　計

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

〔貸付金〕

〔為替予約〕

〔有価証券〕

5 № 3−

仮　　　　計

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法人税額から控除される所得税額

合　　　　計

差　　引　　計

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

総　　　　計

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

6



－229－

№ 3−

小　　　　　　計

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

〔貸付金〕

〔為替予約〕

〔有価証券〕

5 № 3−

仮　　　　計

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法人税額から控除される所得税額

合　　　　計

差　　引　　計

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

総　　　　計

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

6



－230－

合　　計 № 4−

問題　4
問 １

所得金額の計算� （単位：円）

区　　　　　　　分 金　　　　　　　額

当　　期　　純　　利　　益

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　計

減

　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　計

仮 計

合 計

差 引 計

総 計

所 得 金 額

1 № 4−

計算過程⑴� （単位：円）

〔租税公課〕

〔減価償却〕

2



－231－

合　　計 № 4−

問題　4
問 １

所得金額の計算� （単位：円）

区　　　　　　　分 金　　　　　　　額

当　　期　　純　　利　　益

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　計

減

　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　計

仮 計

合 計

差 引 計

総 計

所 得 金 額

1 № 4−

計算過程⑴� （単位：円）

〔租税公課〕

〔減価償却〕

2



－232－

№ 4−

計算過程⑵� （単位：円）

〔有価証券〕

〔貸倒引当金等〕

3 № 4−

〔収用等の特別控除額〕

〔みなし配当金〕

計算過程⑶ (単位：円)

〔受取配当等の益金不算入額〕

4



－233－

№ 4−

計算過程⑵� （単位：円）

〔有価証券〕

〔貸倒引当金等〕

3 № 4−

〔収用等の特別控除額〕

〔みなし配当金〕

計算過程⑶ (単位：円)

〔受取配当等の益金不算入額〕

4



－234－

№ 4−

〔法人税額から控除される所得税額〕

計算過程⑷ (単位：円)

5 № 4−

問 ２

⑴　乙社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 110≤000≤000

そ の 他 資 本 剰 余 金 17≤000≤000

⑵　丙社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金 25≤000≤000

6



－235－

№ 4−

〔法人税額から控除される所得税額〕

計算過程⑷ (単位：円)

5 № 4−

問 ２

⑴　乙社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 110≤000≤000

そ の 他 資 本 剰 余 金 17≤000≤000

⑵　丙社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金 25≤000≤000

6



－236－

№ 4−

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 80≤000≤000

そ の 他 資 本 剰 余 金 10≤000≤000

⑶　丁社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 150≤000≤000

そ の 他 資 本 剰 余 金

⑷　戊社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

7 № 4−

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金 5≤000≤000

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 45≤000≤000

資 本 準 備 金 5≤000≤000

8



－237－

№ 4−

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 80≤000≤000

そ の 他 資 本 剰 余 金 10≤000≤000

⑶　丁社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 150≤000≤000

そ の 他 資 本 剰 余 金

⑷　戊社

《税務上の仕訳》� （単位：円）

借　　方 金　　額 貸　　方 金　　額

7 № 4−

《別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在

利益積立金額減 増

利 益 準 備 金 5≤000≤000

《別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書》� （単位：円）

区　　分
期 首 現 在

資本金等の額

当期の増減 差引翌期首現在

資本金等の額減 増

資 本 金 45≤000≤000

資 本 準 備 金 5≤000≤000

8



－238－

合　　計 № 5−

問題　5

小　　　　　　　　　　　　　計

(単位：円)所得の金額の計算に関する明細書（その 1）

金　　　　　　額区　　　　　　　　　　　分

加

　

　

　

算

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

〔第一問〕

1 № 5−

(単位：円)所得の金額の計算に関する明細書（その 2）

金　　　　　　額区　　　　　　　　　　　分

減

　

　

　

算

仮　　　　　　　　　　　　　計

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額

税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額

合　　　　　　　　　　　　　計

差　　　　　　引　　　　　　計

総　　　　　　　　　　　　　計

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

小　　　　　　　　　　　　　計

2



－239－

合　　計 № 5−

問題　5

小　　　　　　　　　　　　　計

(単位：円)所得の金額の計算に関する明細書（その 1）

金　　　　　　額区　　　　　　　　　　　分

加

　

　

　

算

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

〔第一問〕

1 № 5−

(単位：円)所得の金額の計算に関する明細書（その 2）

金　　　　　　額区　　　　　　　　　　　分

減

　

　

　

算

仮　　　　　　　　　　　　　計

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額

税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額

合　　　　　　　　　　　　　計

差　　　　　　引　　　　　　計

総　　　　　　　　　　　　　計

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

小　　　　　　　　　　　　　計

2



－240－

№ 5−

計算過程⑴ (単位：円)

【適格・非適格の判定】

【租税公課・納税充当金に関する事項】

【有価証券に関する事項】

3 № 5−

(単位：円)計算過程⑵

【受取配当等の益金不算入額】

【法人税額から控除される所得税額】

【減価償却資産に関する事項】

4



－241－

№ 5−

計算過程⑴ (単位：円)

【適格・非適格の判定】

【租税公課・納税充当金に関する事項】

【有価証券に関する事項】

3 № 5−

(単位：円)計算過程⑵

【受取配当等の益金不算入額】

【法人税額から控除される所得税額】

【減価償却資産に関する事項】

4



－242－

№ 5−

(単位：円)計算過程⑶

【寄附金の損金不算入額】

【繰延資産に関する事項】

5 № 5−

(単位：円)

〔第二問〕

加　　　算 減　　　算

金　　　　　　　額
税　務　調　整

別表四（所得の金額の計算に関する明細書）において税務調整すべき金額

区　　　　分 減 増

②① ③

当 期 の 増 減

(単位：円)

別表五㈠Ⅰ（利益積立金額の計算に関する明細書）

(単位：円)計算過程

【減価償却】

差引翌期首現在
利益積立金額

期　首　現　在
利益積立金額

④

6



－243－

№ 5−

(単位：円)計算過程⑶

【寄附金の損金不算入額】

【繰延資産に関する事項】

5 № 5−

(単位：円)

〔第二問〕

加　　　算 減　　　算

金　　　　　　　額
税　務　調　整

別表四（所得の金額の計算に関する明細書）において税務調整すべき金額

区　　　　分 減 増

②① ③

当 期 の 増 減

(単位：円)

別表五㈠Ⅰ（利益積立金額の計算に関する明細書）

(単位：円)計算過程

【減価償却】

差引翌期首現在
利益積立金額

期　首　現　在
利益積立金額

④

6



－244－

№ 5−

(単位：円)

〔第三問〕

加　　　算 減　　　算

金　　　　　　　額
税　務　調　整

別表四（所得の金額の計算に関する明細書）において税務調整すべき金額

(単位：円)計算過程⑴

〔適格の判定〕

〔みなし配当金〕

〔有価証券〕

7 № 5−

(単位：円)計算過程⑵

〔受取配当等〕

〔法人税額から控除される所得税額〕

8



－245－

№ 5−

(単位：円)

〔第三問〕

加　　　算 減　　　算

金　　　　　　　額
税　務　調　整

別表四（所得の金額の計算に関する明細書）において税務調整すべき金額

(単位：円)計算過程⑴

〔適格の判定〕

〔みなし配当金〕

〔有価証券〕

7 № 5−

(単位：円)計算過程⑵

〔受取配当等〕

〔法人税額から控除される所得税額〕

8



－246－

合　　計 № 6−

所得金額の計算� （単位：円）

内 　 　 　 容 総 額 所得金額に関する計算

当 期 純 利 益 ※指定された事項以外の事項に限る｡

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

加 算 小 計

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

減 算 小 計

仮 　 　 　 　 　 　 　 　 計

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額

税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計

所 　 得 　 金 　 額

問題　6
1 № 6−

所得金額の計算過程⑴� （単位：円）

【同族会社の判定に関する事項】

【有価証券に関する事項】

2



－247－

合　　計 № 6−

所得金額の計算� （単位：円）

内 　 　 　 容 総 額 所得金額に関する計算

当 期 純 利 益 ※指定された事項以外の事項に限る｡

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

加 算 小 計

減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

減 算 小 計

仮 　 　 　 　 　 　 　 　 計

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額

法 人 税 額 か ら 控 除 さ れ る 所 得 税 額

税 額 控 除 の 対 象 と な る 外 国 法 人 税 の 額

合 計 ・ 差 引 計 ・ 総 計

所 　 得 　 金 　 額

問題　6
1 № 6−

所得金額の計算過程⑴� （単位：円）

【同族会社の判定に関する事項】

【有価証券に関する事項】

2



－248－

№ 6−

所得金額の計算過程⑵� （単位：円）

【債権及び債務に関する事項】

・当社が丙社に対して行った債務免除について、法人税法上の取扱いを簡潔に答えなさい。

3 № 6−

所得金額の計算過程⑶� （単位：円）

【固定資産に関する事項】

Ｋ器具備品に係る賃貸借契約が法人税法上のリース取引に該当するか否かを答えなさい。

4



－249－

№ 6−

所得金額の計算過程⑵� （単位：円）

【債権及び債務に関する事項】

・当社が丙社に対して行った債務免除について、法人税法上の取扱いを簡潔に答えなさい。

3 № 6−

所得金額の計算過程⑶� （単位：円）

【固定資産に関する事項】

Ｋ器具備品に係る賃貸借契約が法人税法上のリース取引に該当するか否かを答えなさい。

4



－250－

№ 6−

所得金額の計算過程⑷� （単位：円）

【役員給与等に関する事項】

報酬として支給した給与が定期同額給与に該当するか否か、また賞与として支給した給与が事前確定届出給与に該当するか否か、簡

潔に説明しなさい。

【租税公課に関する事項】

【交際費等に関する事項】

5 № 6−

所得金額の計算過程⑸� （単位：円）

【寄附金に関する事項】

【受取配当等に関する事項】

（次ページへ）

6



－251－

№ 6−

所得金額の計算過程⑷� （単位：円）

【役員給与等に関する事項】

報酬として支給した給与が定期同額給与に該当するか否か、また賞与として支給した給与が事前確定届出給与に該当するか否か、簡

潔に説明しなさい。

【租税公課に関する事項】

【交際費等に関する事項】

5 № 6−

所得金額の計算過程⑸� （単位：円）

【寄附金に関する事項】

【受取配当等に関する事項】

（次ページへ）

6



－252－

№ 6−

所得金額の計算過程⑹� （単位：円）

【源泉徴収税等に関する事項】

甲社株式が完全子法人株式等に該当するか否かを判定しなさい。

【繰延資産に関する事項】

7 合　　計 № 7−

問 １

所得金額の計算 （単位：円）

区　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

当　　期　　純　　利　　益

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　　　　　　計

減

　
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　　　　　　計

仮　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　計

差　　　　　　引　　　　　　計

総　　　　　　　　　　　　　計

所　　　得　　　金　　　額

問題　7
1



－253－

№ 6−

所得金額の計算過程⑹� （単位：円）

【源泉徴収税等に関する事項】

甲社株式が完全子法人株式等に該当するか否かを判定しなさい。

【繰延資産に関する事項】

7 合　　計 № 7−

問 １

所得金額の計算 （単位：円）

区　　　　　　　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

当　　期　　純　　利　　益

加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　　　　　　計

減

　
　
　
　
　
　
算

小　　　　　　　　　　　　　計

仮　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　計

差　　　　　　引　　　　　　計

総　　　　　　　　　　　　　計

所　　　得　　　金　　　額

問題　7
1



－254－

№ 7−

計算過程⑴ （単位：円）

【租税公課等に関する事項】

【国庫補助金収入に関する事項】

【買換えに関する事項】

2 № 7−

計算過程⑵ （単位：円）

【減価償却に関する事項】

3



－255－

№ 7−

計算過程⑴ （単位：円）

【租税公課等に関する事項】

【国庫補助金収入に関する事項】

【買換えに関する事項】

2 № 7−

計算過程⑵ （単位：円）

【減価償却に関する事項】

3



－256－

№ 7−

計算過程⑶ （単位：円）

【寄附金に関する事項】

【その他の費用に関する事項】

4 № 7−

計算過程⑷ （単位：円）

【利子・配当等に関する事項】

（次ページへ）

5



－257－

№ 7−

計算過程⑶ （単位：円）

【寄附金に関する事項】

【その他の費用に関する事項】

4 № 7−

計算過程⑷ （単位：円）

【利子・配当等に関する事項】

（次ページへ）

5



－258－

№ 7−

計算過程⑸ （単位：円）

6 № 7−

問 ２ （単位：円）

〔試験研究費の特別控除額〕

7



－259－

№ 7−

計算過程⑸ （単位：円）

6 № 7−

問 ２ （単位：円）

〔試験研究費の特別控除額〕

7



－260－

合　　計 № 8−

区　　　　　　　　　分

当 期 純 利 益

金　　　額 計 算 過 程

〔損金計上住民税〕

〔繰延消費税額等〕

(単位：円)

加

　

　

　

算

〔一〕　総合問題

所得金額の計算

〔保険差益〕

〔圧縮特別勘定〕

〔損金計上法人税等〕

問題　8
1 № 8−

(単位：円)

加

　

　

　

算

〔減価償却〕

〔交換〕

2



－261－

合　　計 № 8−

区　　　　　　　　　分

当 期 純 利 益

金　　　額 計 算 過 程

〔損金計上住民税〕

〔繰延消費税額等〕

(単位：円)

加

　

　

　

算

〔一〕　総合問題

所得金額の計算

〔保険差益〕

〔圧縮特別勘定〕

〔損金計上法人税等〕

問題　8
1 № 8−

(単位：円)

加

　

　

　

算

〔減価償却〕

〔交換〕

2



－262－

№ 8−

〔交際費等の損金不算入額〕

〔繰延資産〕

〔社債等償還差損〕

小 計

加

　

　

　

算

(単位：円)

3 № 8−

仮 計

所 得 金 額

(単位：円)

小 計

減

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　算

〔取得価額減額〕

〔納税充当金から支出した事業税等の額〕

4



－263－

№ 8−

〔交際費等の損金不算入額〕

〔繰延資産〕

〔社債等償還差損〕

小 計

加

　

　

　

算

(単位：円)

3 № 8−

仮 計

所 得 金 額

(単位：円)

小 計

減

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　算

〔取得価額減額〕

〔納税充当金から支出した事業税等の額〕

4



－264－

№ 8−

利 益 準 備 金

繰延消費税額等損金不算入額

Ｅ 土 地 計 上 も れ

仮 払 交 際 費 認 定 損

Ａ 建 物 減 価 償 却 超 過 額

繰 越 損 益 金

納 税 充 当 金

未 納 住 民 税

差 引 合 計 額

未納法人税及び未納地方法人税

区　　　　　　　分 減 増

wq e r

当 期 の 増 減

(単位：円)利益積立金額の計算

10≤000≤000

324≤000

1≤000≤000

△1≤623≤959

114≤000

96≤000≤000

32≤000≤000

23≤075≤000

4≤792≤500

109≤946≤541

△

△

△

△

96≤000≤000 126≤288≤500 126≤288≤500

差 引 翌 期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

q－w＋e

期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

△

△

中間

確定

中間

確定

5 № 8−

〔二〕　個別問題

同

族

会

社

及

び

留

保

金

課

税

の

判

定

控

除

税

額

の

計

算

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

(単位：円)

控 除 税 額

6



－265－

№ 8−

利 益 準 備 金

繰延消費税額等損金不算入額

Ｅ 土 地 計 上 も れ

仮 払 交 際 費 認 定 損

Ａ 建 物 減 価 償 却 超 過 額

繰 越 損 益 金

納 税 充 当 金

未 納 住 民 税

差 引 合 計 額

未納法人税及び未納地方法人税

区　　　　　　　分 減 増

wq e r

当 期 の 増 減

(単位：円)利益積立金額の計算

10≤000≤000

324≤000

1≤000≤000

△1≤623≤959

114≤000

96≤000≤000

32≤000≤000

23≤075≤000

4≤792≤500

109≤946≤541

△

△

△

△

96≤000≤000 126≤288≤500 126≤288≤500

差 引 翌 期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

q－w＋e

期 首 現 在
利 益 積 立 金 額

△

△

中間

確定

中間

確定

5 № 8−

〔二〕　個別問題

同

族

会

社

及

び

留

保

金

課

税

の

判

定

控

除

税

額

の

計

算

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

(単位：円)

控 除 税 額

6



－266－

№ 8−

(単位：円)

特

定

同

族

会

社

の

特

別

税

額

の

計

算

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

特 定 同 族 会 社 の 特 別 税 額

7 合　　計 № 9−

計算書類原案の当期純利益の額の修正 （単位：円）

内　　　　　　　容 加　減 調　　　整　　　額

損 益 計 算 書 原 案 の 当 期 純 利 益 ＋ 133≤509≤000

修 正 後 の 当 期 純 利 益

法的な解釈、計算の過程⑴

１ ≥ 株主名及び株式保有状況等

〔同族会社の判定〕

〔役員の判定〕

〔その他〕�　当期における甲社が行った自己株式の取得につき、法人税法上の取扱いを述べなさい。

問題　9
1



－267－

№ 8−

(単位：円)

特

定

同

族

会

社

の

特

別

税

額

の

計

算

区　　　　　　　　分 金　　　　　額

特 定 同 族 会 社 の 特 別 税 額

7 合　　計 № 9−

計算書類原案の当期純利益の額の修正 （単位：円）

内　　　　　　　容 加　減 調　　　整　　　額

損 益 計 算 書 原 案 の 当 期 純 利 益 ＋ 133≤509≤000

修 正 後 の 当 期 純 利 益

法的な解釈、計算の過程⑴

１ ≥ 株主名及び株式保有状況等

〔同族会社の判定〕

〔役員の判定〕

〔その他〕�　当期における甲社が行った自己株式の取得につき、法人税法上の取扱いを述べなさい。

問題　9
1



－268－

№ 9−

法的な解釈、計算の過程⑵ （単位：円）

２ ≥ 資産の評価損益等

⑴について

⑵について

３ ≥ 土地の取得

2 № 9−

法的な解釈、計算の過程⑶ （単位：円）

４ ≥ ソフトウエア

５ ≥ 寄附金

６ ≥ 賞与引当金

3



－269－

№ 9−

法的な解釈、計算の過程⑵ （単位：円）

２ ≥ 資産の評価損益等

⑴について

⑵について

３ ≥ 土地の取得

2 № 9−

法的な解釈、計算の過程⑶ （単位：円）

４ ≥ ソフトウエア

５ ≥ 寄附金

６ ≥ 賞与引当金

3



－270－

№ 9−

法的な解釈、計算の過程⑷ （単位：円）

７ ≥ 資産の賃借

８ ≥ 売掛債権等

4 № 9−

法的な解釈、計算の過程⑸ （単位：円）

９ ≥ 租税公課等

１0≥ 役員給与

１１≥ 機械及び装置の取得

5



－271－

№ 9−

法的な解釈、計算の過程⑷ （単位：円）

７ ≥ 資産の賃借

８ ≥ 売掛債権等

4 № 9−

法的な解釈、計算の過程⑸ （単位：円）

９ ≥ 租税公課等

１0≥ 役員給与

１１≥ 機械及び装置の取得

5



－272－

№ 9−

所得金額の計算 （単位：円）

区　　　　　　　分 総　　　　　額
処　　　　　分

留　　　　　保 社　外　流　出

修正後の当期純利益

加

　
　
　
　
　
　
　
算

小 計

減

　
　
　
　
　
　
　
算

小 計

仮　　　　　　　計

合　計・差引計・総　計

所 得 金 額

6 合　　計 № 10−

問 １　期末債権等

⑴　当社の前期及び当期における貸倒引当金の繰入限度額を、その計算過程を示しつつ算定しなさい。

区分 計　　　算　　　過　　　程

前期

当期

⑵　当社の当期における決算書原案に対する修正仕訳及び申告調整を示しなさい。

【決算修正仕訳】

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

貸倒引当金

⑶　甲社の適用年度における申告調整を示しなさい。なお、調整金額の計算過程も示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

差　引　計　① 50≤000≤000

更 生 欠 損 金 等 の 損 金 算 入 額 　△� 　△�

差　引　計　②

欠 損 金 等 の 当 期 控 除 額 　△� 　△�

総　　　　　計

問題　10
1



－273－

№ 9−

所得金額の計算 （単位：円）

区　　　　　　　分 総　　　　　額
処　　　　　分

留　　　　　保 社　外　流　出

修正後の当期純利益

加

　
　
　
　
　
　
　
算

小 計

減

　
　
　
　
　
　
　
算

小 計

仮　　　　　　　計

合　計・差引計・総　計

所 得 金 額

6 合　　計 № 10−

問 １　期末債権等

⑴　当社の前期及び当期における貸倒引当金の繰入限度額を、その計算過程を示しつつ算定しなさい。

区分 計　　　算　　　過　　　程

前期

当期

⑵　当社の当期における決算書原案に対する修正仕訳及び申告調整を示しなさい。

【決算修正仕訳】

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

貸倒引当金

⑶　甲社の適用年度における申告調整を示しなさい。なお、調整金額の計算過程も示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

差　引　計　① 50≤000≤000

更 生 欠 損 金 等 の 損 金 算 入 額 　△� 　△�

差　引　計　②

欠 損 金 等 の 当 期 控 除 額 　△� 　△�

総　　　　　計

問題　10
1



－274－

№ 10−

【計算過程】

問 ２　有価証券

⑴　乙社株式及び丙社株式について、申告調整を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

2 № 10−

⑵　丁社株式について、評価換えが可能であるか否か、その理由を付して判断しなさい。

評価換えの可否（該当する方に○を付すこと）　 可・不可

判断の理由

問 ３　交際費等・寄附金

⑴　当期の「別表十五　交際費等の損金算入に関する明細書」を示しなさい。

支出交際費等の額

（ 8の計）
1 損 金 算 入 限 度 額

⑵又は⑶
4

支出接待飲食費

損金算入基準額

（ 9の計）× 50100

2

損 金 不 算 入 額

⑴−⑷
5

中小法人等の定額控除

限度額

⑴の金額又は800万円×

12/12

相当額のうち少ない金額

3

支出交際費等の額の明細

科 目
支 出 額

交 際 費 等 の 額 か ら

控除される費用の額
差 引 交 際 費 等 の 額

⑻ の う ち 接 待

飲 食 費 の 額

６ 7 8 9

交 際 費

売 上 割 戻 し

預 り 金

福 利 厚 生 費

計

3



－275－

№ 10−

【計算過程】

問 ２　有価証券

⑴　乙社株式及び丙社株式について、申告調整を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

2 № 10−

⑵　丁社株式について、評価換えが可能であるか否か、その理由を付して判断しなさい。

評価換えの可否（該当する方に○を付すこと）　 可・不可

判断の理由

問 ３　交際費等・寄附金

⑴　当期の「別表十五　交際費等の損金算入に関する明細書」を示しなさい。

支出交際費等の額

（ 8の計）
1 損 金 算 入 限 度 額

⑵又は⑶
4

支出接待飲食費

損金算入基準額

（ 9の計）× 50100

2

損 金 不 算 入 額

⑴−⑷
5

中小法人等の定額控除

限度額

⑴の金額又は800万円×

12/12

相当額のうち少ない金額

3

支出交際費等の額の明細

科 目
支 出 額

交 際 費 等 の 額 か ら

控除される費用の額
差 引 交 際 費 等 の 額

⑻ の う ち 接 待

飲 食 費 の 額

６ 7 8 9

交 際 費

売 上 割 戻 し

預 り 金

福 利 厚 生 費

計

3
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№ 10−

⑵　当期の「別表十四㈡　寄附金の損金算入に関する明細書」を示しなさい。

公益法人等以外の法人の場合

一
般
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
の
計
算

支
出
し
た
寄
附
金
の
額

指定寄附金等の金額 1

特定公益増進法人等に対する寄附金額 2

その他の寄附金額 3

計　⑴＋⑵＋⑶ 4

完全支配関係がある法人に対する寄附金額 5

計　⑷＋⑸ ６

所得金額仮計 7

寄附金支出前所得金額　⑹＋⑺ 8

同上の2≥5/100相当額 9

期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額 10

同上の月数換算額　⑽×12/12 11

同上の2≥5/1≤000相当額 12

一般寄附金の損金算入限度額　（⑼＋⑿）× 1 / 4 13

計
算
別
損
金
算
入
限
度
額
の

に
対
す
る
寄
附
金
の
特

特
定
公
益
増
進
法
人
等

寄附金支出前所得金額の６≥25/100相当額　⑻×６≥25/100 14

期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額の月数換算額の3≥75/1≤000相当額　⑾× 3≥751≤000 15

特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額　（⒁＋⒂）× 1 / 2 1６

特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入額　（⑵と（⒁又は⒃）のうち少ない金額） 17

指定寄附金等の金額　⑴ 18

国外関連者に対する寄附金額 19

⑷の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附金額　⑷−⒆ 20

損
金
不
算
入
額

同上のうち損金の額に算入されない金額　⒇−（⑼又は⒀）−⒄−⒅ 21

国外関連者に対する寄附金額　⒆ 22

完全支配関係がある法人に対する寄附金額　⑸ 23

計　�＋�＋� 24

4 № 10−

⑶　交際費等・寄附金に関して、「別表四　所得の金額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

仮　　計

問 ４　株式の譲渡

⑴　当社における己社株式の譲渡に係る税務上の処理を示しなさい。

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

⑵　己社における自己株式の取得に係る税務上の処理を示しなさい。

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

5
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№ 10−

⑵　当期の「別表十四㈡　寄附金の損金算入に関する明細書」を示しなさい。

公益法人等以外の法人の場合

一
般
寄
附
金
の
損
金
算
入
限
度
額
の
計
算

支
出
し
た
寄
附
金
の
額

指定寄附金等の金額 1

特定公益増進法人等に対する寄附金額 2

その他の寄附金額 3

計　⑴＋⑵＋⑶ 4

完全支配関係がある法人に対する寄附金額 5

計　⑷＋⑸ ６

所得金額仮計 7

寄附金支出前所得金額　⑹＋⑺ 8

同上の2≥5/100相当額 9

期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額 10

同上の月数換算額　⑽×12/12 11

同上の2≥5/1≤000相当額 12

一般寄附金の損金算入限度額　（⑼＋⑿）× 1 / 4 13

計
算

別
損
金
算
入
限
度
額
の

に
対
す
る
寄
附
金
の
特

特
定
公
益
増
進
法
人
等

寄附金支出前所得金額の６≥25/100相当額　⑻×６≥25/100 14

期末の資本金の額及び資本準備金の額の合計額の月数換算額の3≥75/1≤000相当額　⑾× 3≥751≤000 15

特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額　（⒁＋⒂）× 1 / 2 1６

特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入額　（⑵と（⒁又は⒃）のうち少ない金額） 17

指定寄附金等の金額　⑴ 18

国外関連者に対する寄附金額 19

⑷の寄附金額のうち同上の寄附金以外の寄附金額　⑷−⒆ 20

損
金
不
算
入
額

同上のうち損金の額に算入されない金額　⒇−（⑼又は⒀）−⒄−⒅ 21

国外関連者に対する寄附金額　⒆ 22

完全支配関係がある法人に対する寄附金額　⑸ 23

計　�＋�＋� 24

4 № 10−

⑶　交際費等・寄附金に関して、「別表四　所得の金額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

仮　　計

問 ４　株式の譲渡

⑴　当社における己社株式の譲渡に係る税務上の処理を示しなさい。

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

⑵　己社における自己株式の取得に係る税務上の処理を示しなさい。

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

5
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№ 10−

⑶　当社の株式の譲渡について、「別表四　所得の金額の計算に関する明細書」、「別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書」及

び「別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

資 本 金 等 の 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

資 本 金 等 の 額減 増

問 ５　研究開発

⑴　当期における圧縮限度額、償却限度額及び積立限度額を、その計算過程を示しつつ算定しなさい。

区　　分 計　　　算　　　過　　　程

圧 縮 限 度 額

償 却 限 度 額

積 立 限 度 額

6 № 10−

⑵　当期における決算書原案に対する修正仕訳及び申告調整を示しなさい。

【決算修正仕訳】

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

7
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№ 10−

⑶　当社の株式の譲渡について、「別表四　所得の金額の計算に関する明細書」、「別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書」及

び「別表五㈠Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅱ　資本金等の額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

資 本 金 等 の 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

資 本 金 等 の 額減 増

問 ５　研究開発

⑴　当期における圧縮限度額、償却限度額及び積立限度額を、その計算過程を示しつつ算定しなさい。

区　　分 計　　　算　　　過　　　程

圧 縮 限 度 額

償 却 限 度 額

積 立 限 度 額

6 № 10−

⑵　当期における決算書原案に対する修正仕訳及び申告調整を示しなさい。

【決算修正仕訳】

借　　方 貸　　方

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

7



－280－

№ 10−

⑶　当期における試験研究費の特別控除額を、その計算過程を示しつつ算定しなさい。

【計算過程】

8 № 10−

問 ６　租税公課

⑴　当期の「別表四　所得の金額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

仮　　計

⑵　当期の「別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

未 収 還 付 税 金

未 収 法 人 税 等 認 定 損

納 税 充 当 金

未 納 法 人 税 等 △� △�
中間 △�

△
確定 △�

未 納 住 民 税 △� △�
中間 △�

△
確定 △�

差 引 合 計 額

9
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№ 10−

⑶　当期における試験研究費の特別控除額を、その計算過程を示しつつ算定しなさい。

【計算過程】

8 № 10−

問 ６　租税公課

⑴　当期の「別表四　所得の金額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表四　所得の金額の計算に関する明細書】

区　　分 総　　額 留　　保 社外流出

加

　
算

減

　
算

仮　　計

⑵　当期の「別表五㈠Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書」を示しなさい。

【別表五㈠　利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書】

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区　　分
期 首 現 在

利 益 積 立 金 額

当 期 中 の 増 減 差 引 翌 期 首 現 在

利 益 積 立 金 額減 増

未 収 還 付 税 金

未 収 法 人 税 等 認 定 損

納 税 充 当 金

未 納 法 人 税 等 △� △�
中間 △�

△
確定 △�

未 納 住 民 税 △� △�
中間 △�

△
確定 △�

差 引 合 計 額

9


